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27健康第55368-4号

裁 決 書
８

審査請求人

■■■■

処分庁高松市福祉事務所長

上記審査請求人から平成27年９月２５日付けで提起された、同年８月２０日付け生活
保護法による一時扶助申請に対する口頭による不支給決定処分に係る審査請求について、

℃次のとおり裁決する。

主 文

本件処分を取り消す。

理 由

第１審査請求の趣旨及び理由
１審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は、本件処分について、その取消を求めるというものである。

２審査請求の理由
本件審査請求の理由の要旨は、審査請求書等によれば概ね次のとおりである。
審査請求人（以下「請求人」という。）は、平成27年８月２０日付で､､処分庁が

行った洗濯機、冷蔵庫、テレビ、扇風機、電気毛布及び掃除機（以下「観上製品」
という。）の購入菱用並びに浴槽撤去費用の支給を求めた生活保護法（昭和２５年
法律第144号。以下「法」という。）による一時扶助申請に対する口頭による不支
給決定処分について不服がある。
処分庁の担当職員は、家具什器を請求人が持っているかどう力確認す-ることなく、
同居人の持っているものを持っていけばいいと述べたが、家具什器については保護
の実施要領の家具什器費のエ「転居の場合であって、新旧住宅の設備の相違により、
最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき」
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に該当するものである。
また､請求人は､処分庁の担当職員に■■■■を退去するには､元のままにして

退去しなければならないことを伝えていたにもかかわらず、浴槽撤去費は、家財処
分料に該当しないと決定した。
処分庁が診断会議で決定した処分は、法及び保護の実施要領を遵守したものでな
く、その取消を求め、本件審査請求を行ったものである。

第２２認定事実
審査庁において、次の事実を認定する。

１平成２７年８月８日、請求人は、処分庁に対し、法による一時扶助申請害を郵送
した。当該申請書には、「敷金、礼金､.家賃、仲介手数料、火災保険、引越費用

■■■■■■■､洗ﾀｯｷ､冷蔵庫､ﾃﾚﾋ､ｾﾝﾌｳｷ､電気毛布､浴槽撤去
費、掃除機』と記載されている。
２平成27年８月１１日、処分庁は､請求人が郵送した法による一時扶助申請書を受
領した。処分庁から提出された弁明書では、同日請求人が来所し、当該一時扶助申
請書を提出したとの記載があるが、処分庁から提出されたケース記録及び同年１２
月１５日付で提出された上申書により事実認定する。
３平成27年８月２０日、処分庁は、請求人から提出された法による一時扶助申請に
ついて診断会議を開催し、敷金、礼金、家賃、仲介手数料、火災保険料及び引越費
用の支給を決定したが、電化製品の購入費用及び浴槽撤去費用については、生活保．
護法による保護の実施要領について（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会
局長通知（以下「局長通知」という。）に定める支給要件に該当しないため、支給
しないことを決定した。処分庁は、請求人に電話し、診断会議の結果を伝え、電化
製品の購入費用及び浴槽撤去費用については、口頭による不支給決定処分を行った
が、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定により不服申立てをすべき
行政庁等の教示を行っていない。
４平成27年９月２５日、請求人は、法による一時扶助申請に対する口頭による不支
給決定処分について、高松市長に対し本件審査請求を行った。、
５平成27年10月１３日《請求人が高松市長に対し提起した本件審査請求について、
処分庁は、行政不服審査法５８条１項の規定に該当すると判断し､‘同条３項の規定
により審査庁にその正本を送付した。
６平成27年10月２１日、処分庁は、請求人が同年８月８日付げで提出した法によ
る一時扶助申請（電化製品の購入費用及び浴槽撤去費用）について生活保護申請却
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下通知書を請求人に送付した。
３ 判 断
１生活保護の変更申請等については、次のとおり法にその取扱いが定められている。
法24条３項に「保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の．
要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知し・
なければならない。」とあり、同条９項に「第１項から第７項までの規定は、第７
条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。」とある。

第３
ジ

２これらのことを踏まえ、本件処分について検討する。
本件審査請求について、処分庁は、上記第２の４とおり請求人に対し口頭による
不支給決定処分を行い、不服申立てをすべき行政庁等を教示しなかったことから高
松市長に対し審査請求書が提出された。このため、処分庁は、本件処分が不作為で
なく口頭による不支給決定処分であるため、異議申立てをすることができない処分
であり､･上記第２の５のとおり当該処分が審査請求をすることができる処分である
ことから、行政不服審査法58条３項の規定により審査庁にその正本を送付した。
このことから、審査庁としては、行政不服審査法58条４項の規定により、はじめ
から本件審査請求が審査庁にされたものとみなして、取扱うものである。
請求人は、上記第２の１のとおり謝上製品の購入費用及び浴槽撤去費用の支給を
求めて法による一時扶助申請書を処分庁に提出したものと認められる。
処分庁は、上記第２の１から３までのとおり請求人から一時扶助申請書により電
化製品の購入費用及び浴槽撤去餐用の支給申請がなされたため、診断会議を開催し、
検討した結果､局長通知に定める支給要件に該当しないため､支給しないことを決
定した。処分庁は、謝上製品の購入費用及び浴槽撤去費用の支給について、法２４
条９項で準用する同条１項の規定により変更の申請（一時扶助申請）があったとき
は、保護の要否、程度等を決定し、請求人に対して書面をもって、これを通知しな
ければならなかった。
しかし、処分庁は、上記第２の１から３までのとおり診断会議を開催し、劃上製

品の購入費用及び浴槽撤去費用の支給をしないことを決定し、請求人に対し、口頭
でその旨伝えているが、法24条９項で準用する同条３項の規定により書面による
通知をしておらず、また、上記第２の５及び６のとおり、本件審査請求がされた時
点においても同項の規定による書面による通知がされていなかった。
以上のことから、本件処分は、法に基づき適正になされたと認められず、違法で
あると言わざるを得ない。
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結論
守

本件審査請求は、理由があると認められるため、行政不服審査法４０条3項の規
第４

定を適用し、主文のとおり裁決する。

平成27年12月２２日

審 査 庁 香 川 県 知 事 浜 田 恵 造
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